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課名〔地域福祉課〕

１ 整備方針策定の考え方

２ 整備方針

施設種別 圏 域 現 状 課 題 平 成 ２９ 年 度 整 備 方 針

救護施設 全県 ・県内 ３か所 － 入所者等の安全確保に必要な改築等があれば整備を進める。

・定員 計 270名

平成２８年５月１日現在

平成２９年度 社会福祉施設等整備方針(地域福祉課所管施設）

・生活保護法で規定されている保護施設（救護施設）の新規施設整備については、原則として行わない。
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（別表１）老人福祉圏域

平成２８年４月１日現在

圏域名

四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市

木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

津市、名張市、伊賀市

伊勢市、松阪市、鳥羽市、志摩市

多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

尾鷲市、熊野市

紀北町、御浜町、紀宝町

5
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平成２９年度社会福祉施設等整備方針（障がい福祉課所管施設） 
課名〔障がい福祉課〕 

 
１ 整備方針策定の考え方 
・障がいの有無に関わらずお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざし、みえ障がい者共生社会づくりプランをふまえ、障がい者

関係施設の整備を進める。 

・地域生活への移行および地域生活の支援の観点から、日中活動系サービスや共同生活援助を実施する事業所を優先し、みえ障がい者共生社会づくりプラ

ンにおける障害福祉サービスの必要量の見込みや障害保健福祉圏域の整備状況等を総合的に判断し整備する。 

・減災対策を推進する観点から、耐震化や安全を損なう老朽化に対する大規模修繕等を促進する。 

・圏域については、別表２「障害保健福祉圏域」のとおりとする。 
 
２ 整備方針 
 

施設種別 圏域 現状 課題 平成２９年度整備方針 

 

共通 － － １ 障がいが重度であっても、地域で安心して

生活できる支援体制を整備する必要がある。 

２ 施設の耐震化や防火対策を推進する観点か

ら、障害福祉サービス事業所の耐震化やスプ

リンクラー整備等に対応する必要がある。 

１ 障害者支援施設や精神科病院から地域生活へ移行する障がい者、強

度行動障がいや医療的ケアが必要な障がい者などの重度障がい者の地

域生活を支える日中活動系サービスや共同生活援助を実施する事業所

を優先する。 

２ 地域生活への移行、相談および地域の体制づくりなどの機能を集約

した地域生活支援拠点となる共同生活援助や短期入所を実施する事業

所や、児童発達支援などの障害児通所支援を総合的に提供し、障がい

児支援の中核となる機能を有する事業所を優先する。 

３ 災害時に倒壊等の危険性のある建物の耐震化を図る施設、消防法施

行令等の改正に伴い新たにスプリンクラー設置が義務づけられた施設

のスプリンクラー整備、著しい老朽化による大規模修繕を行う施設を

優先する。 

 日中活動系サ

ービス事業所 
別表２のとお
り 

別表３のとお
り 

障がい者の地域生活を支援するとともに、み

え障がい者共生社会づくりプランにおけるサー

ビス見込量を確保するため、日中活動系サービ

ス事業所の整備を進める必要がある。 

１ みえ障がい者共生社会づくりプランのサービス見込量を考慮し、サ

ービス提供が不足する圏域の整備を優先する。また、地域における居

住支援の充実を図るため、短期入所を併設する事業所を優先する。 

２ 災害時における被災障がい者に対する避難所としての機能を有する

施設整備を優先する。 

 

 居住系サービ

ス事業所 

別表２のとお
り 

別表３のとお
り 

障がい者の地域生活を支援するとともに、み

え障がい者共生社会づくりプランにおけるサー

ビス見込量を確保するため、共同生活援助事業

所の整備を進める必要がある。 

１ 共同生活援助を実施する事業所を整備することとし、みえ障がい者

共生社会づくりプランのサービス見込量を考慮し、サービス提供が不

足する圏域の整備を優先する。また、地域における居住支援の充実を

図るため、短期入所を併設する事業所を優先する。 

２ 住宅地と同程度に利用者家族、地域住民との交流が確保される地域

に設置する施設とする。 
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施設種別 圏域 現状 課題 平成２９年度整備方針  

 訪問系サービ

ス事業所およ

び相談支援事

業所 

別表２のとお
り 

別表３のとお
り 

障がい者が自ら選ぶ生活の場において、安心

して暮らすことができるよう、訪問系サービス

および、計画相談をはじめとする相談支援を充

実する必要がある。 

みえ障がい者共生社会づくりプランのサービス見込量を考慮すると

ともに、日中活動系サービス等の施設整備にあわせて整備する施設を

優先する。 

 

  
３ その他 

次の諸点に該当する整備事業とする。 

・障害福祉サービスの提供方針、利用者の状況、指定基準、資金計画等を十分検討し、中長期的視点を含め着実に事業が実施できると考えられる施設。 

・障がい者の地域社会との日常的な交流や防災・減災対策における配慮がなされている施設。 

 

（別表２）障害保健福祉圏域 
平成28年４月１日現在 

圏域名 圏   域   内   市   町 

桑名員弁 
桑名市、いなべ市 

木曽岬町、東員町 

四日市 
四日市市 

菰野町、朝日町、川越町 

鈴鹿亀山 鈴鹿市、亀山市 

津 津市 

松阪多気 
松阪市 

多気町、明和町、大台町 

伊勢志摩 
伊勢市、鳥羽市、志摩市 

玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 

伊賀 名張市、伊賀市 

紀北 
尾鷲市 

紀北町 

紀南 
熊野市 

御浜町、紀宝町 
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平成２９年度社会福祉施設等整備方針（少子化対策課所管施設） 

課名〔少子化対策課〕 

１ 整備方針策定等の考え方 

・地域のニーズに応じた子育て環境の向上のための施設整備を推進する。 

・原則として、災害対策を施設の新設より優先する。 

  

２ 整備方針 

施設種別 圏域 現  状 課  題 平成２９年度整備方針 

 

児童館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型児童館    １館   

 

小型児童館   ３１館 

    

児童センター  １４館 

    

 計      ４６館 

 （１２市６町） 

   （Ｈ２８．５．１現在） 

 

 

 

 

 

 

 

児童の健全育成活動の拠点

である児童館のない地域があ

る。 

耐震化対策がなされていな

い児童館について、対策が必

要である。 

児童館の中で、放課後児童

クラブを行うことは、様々な

利点があるが、放課後児童ク

ラブを行っている児童館は多

くない。 

 

 

 

 

 

国の次世代育成支援対策施設整備交付金の交付を市町

が受けることを条件として、市町や社会福祉法人が行う

事業に関して、市町に対して補助を行うことにより、児

童館の整備を行う。 

優先順位は以下のとおりとする。 

 

１ 既存の児童館の大規模修繕のうち、耐震改修工事を

含むもの 

（１） 放課後児童クラブ室のある児童館 

（２） 放課後児童クラブ室のない児童館 

２ 児童館の新設 

（１） 児童館のない市町における新たな児童館の創設 

のために、施設を整備するものを優先する。 

ア 放課後児童クラブ室を設置する場合 

イ 放課後児童クラブ室を設置しない場合 
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施設種別 圏域 現  状 課  題 平成２９年度整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 児童館のある市町における新たな児童館の創設 

のために、施設を整備するもの 

ア 放課後児童クラブ室を設置する場合 

イ 放課後児童クラブ室を設置しない場合 

３ 既存の児童館を拡張する整備 

（１） 放課後児童クラブ室を設けるための拡張 

（２） 放課後児童クラブ室のある児童館の拡張 

（３） 放課後児童クラブ室のない児童館の拡張 

４ そのほかの整備 
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平成２９年度社会福祉施設等整備方針（子育て支援課 保育サービス・幼保連携班所管施設） 

課名〔子育て支援課〕 

１ 整備方針策定等の考え方 

・地域のニーズに応じた子育て環境の向上のための施設整備を推進する。 

・現在の施設が利用できなくなり、整備が必要となる場合を優先する。 

 

２ 整備方針 

施設種別 圏域 現  状 課  題 平成２９年度整備方針 

 

放課後児童クラブ室 

 

 

 

 

全県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ数 

３３８か所 

（Ｈ２７．５．１現在） 

 

※Ｈ２８．５．１現在の数値

については、今後調査を行い

ます。（６月末を目途にとり

まとめを予定） 

 

 

１ 放課後子ども総合プラン

を推進するために、市町の

福祉部局と教育委員会が連

携を密にして、放課後児童

対策に取り組む必要があ

る。 

２ 小学校児童についての保

育需要があるにもかかわら

ず、放課後児童クラブが存

在しない地域がある。 

３ 実施施設の中には、老朽

化の進んでいるものもあ

る。 

 

「放課後児童クラブ運営指針」による、支援の単位あ

たりおおむね４０人以下の整備を推進することとし、放

課後子ども総合プランにおける市町の運営委員会等 

の調整を経た次の整備（創設・改築）を行う。 

 

以下、１，２は同順位とし、３，４，５，６，の順に優

先順位を付けることとする。 

１ 小学校の統廃合による整備 

２ 借家等で実施しているが、使用不能になる場合の整

備 

３ 地震対策あるいは津波対策等のための整備 

４ 放課後児童クラブ未設置小学校区における整備 

５  放課後子ども総合プランの推進のため、放課後子ど 

も教室と一体となって実施するための整備 

６  １から５の理由以外での整備 
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平成２９年度社会福祉施設等整備方針（子育て支援課 要保護児童支援班所管施設） 
 

課名〔子育て支援課〕 

１ 整備方針策定等の考え方 

   平成２６年度に策定した三重県家庭的養護推進計画に基づき、社会的養護を必要とする子どもが家庭的な養育環境の中で豊かに育つことができ

る環境の整備をめざして、本体施設のオールユニット化やグループホームの設置、地域支援の充実を図るための施設整備を推進する。 

 

２ 整備方針 

施設種別 圏域 現          状 課     題 平成２９年度整備方針 

児童養護施設 全県    施設数 １２施設 

     公立  １施設 

     民間 １１施設 

 

（平成 28 年 4 月 1日現在） 

 

１ 施設における小規模ケア化・

地域分散化の推進が求められ

ている。 

 

 

 

 

２ 昭和４０～５０年代前半にか

けて鉄筋化等の整備をした施

設の老朽化が進んでいる。 

 

 

１ 小規模ケア化・地域分散化 

  施設の新設・改築にあたっては、小規模ケア化・

地域分散化するための整備や、本体施設を小規模

グループケアの構造にする、または、小規模グル

ープケアの構造に容易に転換できる構造とする施

設整備を優先する。 

 

２ 老朽化による増改築修繕（耐震工事含む） 

  耐用年数等を考慮した老朽度点数により著しく

老朽化した施設や、耐震診断結果により耐震補強

が必要な施設を優先する。 

 

乳児院 全県    施設数  ３施設 

     公立  １施設 

   民間  ２施設 

 

（平成 28 年 4 月 1日現在） 

 

母子生活支援施設 全県    施設数  ５施設 

   公立  ２施設 

   民間  ３施設 

 

（平成 28 年 4 月 1日現在） 

１ 施設の老朽化による大規模

修繕等の必要性が高まってい

る。 

 

２ 配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律

（ＤＶ防止法）への対応が求

められている。 

 

１ 老朽化による増改築修繕（耐震工事含む） 

 耐用年数等を考慮した老朽度点数により著しく

老朽化した施設を優先する。 

 

２ ＤＶ防止法対応 

 居室拡大や室数増加を図る施設整備を優先す

る。 
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施設種別 圏域 現          状 課     題 平成２９年度整備方針 

児童家庭支援センター 全県    施設数  ４施設 

   公立  １施設 

   民間  ３施設 

 

（平成 28 年 4 月 1日現在） 

  児童養護施設において、地

域からの相談に応じたり、指

導等を行う児童家庭支援セン

ター設置の必要性が高まって

いる。 

児童相談所単位での設置を進めることとし、児

童家庭支援センター未設置管内での整備を優先す

る。 

 

 


